
（4月号）  

名・電子押印も制度化され普  

及段階になってきたこと、文  

書作成を外国の代理人に委託  

する動きもあり、「国外にお  

ける文書の作成」も珍しいこ  

とではなくなってきたこと、  

などです。  

印紙税の困難  

課税の境界線  

言霊這這芸警芸孟諾諾  
われる文書の作成行為を捉え  

て課税するもので、観の種籾  

からいえば一般的には流通税  

に分類されます。  

に列挙され1v・旬文書に限ら  

れ、この物件表に掲げられて  

いない文書は、たとえその文  

書が財姥的に重要な意味をも  

っていたとしても、課税され  

ることはありません。  

外作成文書は、現行印款  

税法が「属地t義」を採  囲   

って、「文事作成時の場所を  

基準とした課税」を旨として  

いるので、「取引場所」「証明  

目的」「証明効力」の面にお  

いて何ら異なることのない文  

書であったとしても、その文  

書に基づく権利の行使または  

文書の保存が国内で行われる  

ものであったとしても、文書  

の作成場所が国外であるとい  

う理由だけで課税対領外にな  

ってしまいます。  

「－7－－－1だし、その文書に国外で   

圏 
約♯や領収♯などの文章  

が作成される場合、その  圃 
紙税の納税儀働は、課税  

文書を作成したときに成  
背後には、取引に作って隼じ  

る何らかの経済的利益があり、  

また文書化により取引事実が  

明確となり法律関係が安定化  

するという点に着目し、ここ  

に担税力を見出して課税して  

い．’と香われています。  

「一 紙税は、わが国ばかりで  

なく、米英仏蘭その他の  

国・，においても古くから採用  

されている租栽です。  

覆し、その納税義務者は、課  

税文書の作成者です。また、  

一つの課税文脊を二人以上の  

着が共同して作成した場合、  

（たとえば売買契約書）には、  

それらの者は連帯して印紙税  

を納める義務があります。  

亘  
紙税については、最近課  

税を国難とする動きが現  
圏完左し  た旨の記載があっ  れています。ペーパーレス化  

とグローバリゼーションです。  

領収書が省略される振込制度  

の普遍化、電了・公証・電子哲   

た場合でも、実際は国内で作  

成されたものだというときは、  

課税対象になります。  

祝されるものは、印紙磯  
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4月の研メモ  

03月分働人住民税特別緻収分の納付   

0給与支払報告書の異動の届出  
02月決算法人の確定申雀  
08月決★法人の中間（予定）申告  
○非議税法人の住民税均等割の申告  
○軽自動車税の納付  
○岨定資産税、都市計岳税の納付  
○臨宝資産税課税台帳の紺鮎川（はカ、ら）  

（⊃3月分源泉所得税の納付（特例適用   
者を除く）   

（〕Z月決傭法人の確定申告  
08月決算法人の中間（予定）申告  

★法人税予定納税葡が10万円以下は申告省略です。  


